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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に取り付けられる円弧状の区画部材により囲まれた遊技部の左右両側であって、
当該区画部材に沿った所定位置に取り付けられ、内部に光源を収納した遊技機の遊技部用
表示装置において、
　前記遊技部用表示装置は、
　入賞球を流下させる入賞球流路と、
　該入賞球流路の一部を形成すると共に当該遊技部用表示装置を遊技盤に止着するための
ベース部材と、
　該ベース部材に取り付けられると共に入賞口を有し、該入賞口から受け入れた入賞球を
前記入賞球流路へ流下させる入賞部材と、
　前記ベース部材に取り付けられて前記入賞球流路の一部を形成し、透光性を有するカバ
ー部材と、から構成され、
　前記ベース部材は、
　前記入賞部材を取り付けると共に前記入賞球流路の一方端をなす入賞部材取付部と、
　該入賞部材取付部に接続され、遊技盤の表面よりも後面側に前記入賞球流路の一部を形
成する接合部と、
　該接合部に接続され、前記区画部材の円弧状に沿った形状に形成されると共に遊技盤の
表面よりも前面側に前記入賞球流路の一部を形成する流下部とからなり、該流下部の下方
領域には、流下する遊技球を遊技盤の裏面側に落下させる落下口を配設し、
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　前記入賞部材取付部に形成される入賞球流路は、当該入賞部材取付部から後方に向かっ
て形成され、
　前記接合部に形成される入賞球流路は、前記カバー部材によって前面を塞ぐことで形成
され、当該入賞球流路を流下する入賞球が遊技盤の表面よりも後面側を流下し、かつ、遊
技盤の前面に沿って流下する他の遊技球が前記カバー部材の前面側を横切って流下できる
ように形成され、
　前記流下部に形成される入賞球流路は、前記カバー部材に前方から覆われることで形成
され、当該入賞球流路を流下する入賞球が遊技盤の表面よりも前面側を流下するように形
成され、
　前記カバー部材は、
　前記入賞球流路の一方端から前記落下口に亘って延設形成され、前記流下部においては
、遊技盤の前面側に隆起するものとし、
　前記入賞部材に、入賞球の通過を検出して少なくとも前記光源を作動させるための情報
を出力する入賞球検出手段を配設すると共に、前記入賞球流路の背面側に前記光源を配設
したことを特徴とする遊技機の遊技部用表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技機の遊技部用表示装置にかかり、特に、遊技盤の所定位置に配設され、遊
技機の状態に対応して所定の表示を行う遊技機の遊技部用表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、遊技盤の表面に設けられる遊技部用表示装置であるサイドランプとしては以下
のようなものがあった。即ち、サイドランプは所定の光源（ランプ，ＬＥＤ）を備えると
共に、遊技に支障のない遊技盤の周囲部に組み付けられている。そして、遊技盤の中央部
領域に組み付けられた特別図柄表示装置が始動回転したり、いわゆるリーチ状態なった場
合にこれに連動し、サイドランプに備えられたランプやＬＥＤが所定のタイミングで点灯
状態や点滅状態を繰り返し、遊技盤を光等で装飾し、遊技者の興趣を高めるようになって
いた。
【０００３】
以上のほか、遊技部用表示装置として色彩や形状で装飾効果の向上を図るために、遊技部
用表示装置自体に特殊な彩色を施したり、装置自体を特殊な形状に成形するという手法も
採られている。また、装飾用のシール（ステッカー）や印刷によってサイドランプの表面
の装飾効果を高めようとするものもある。
【０００４】
更に、サイドランプの別の例としては、遊技盤を明るくし且つ装飾効果を高めるという基
本的な機能に加え、光源の発光によって遊技に関連するいわゆるラッキーナンバーや遊技
機自体の各種状態等を表示させることにより、新たな遊技部用表示装置としての役割を具
備しているものも存在している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来例にかかる遊技部用表示装置（サイドランプ）には以下のような
不都合があった。即ち、従来より用いられている遊技盤においては、遊技中の遊技者の関
心は遊技盤中央部領域に配設されている特別図柄始動口やこれによって始動する特別図柄
表示装置である。このため、遊技部の左右両側を流下する遊技球に対しては遊技者の関心
度が低く、結果として、遊技部の左右両端部領域が有効に活用されていない、という不都
合を生じていた。これは、サイドランプの近傍を流下する遊技球がそれほど入賞には関係
しない、という理由に基づくものである。
【０００６】
また、サイドランプを光の発光や反射だけの装飾とする場合では、他の装飾部材との関係
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で装飾効果が低いものとなる。即ち、光による遊技盤の装飾は上記した特別図柄表示装置
や大入賞口、その他の装飾部材によっても行われており、サイドランプの発光動作に対す
る遊技者の関心度が相対的に低下してしまう、という不都合を生じていた。特に、近年の
遊技機は、遊技盤中央に位置していわゆる大当たり状態を表示する特別図柄表示装置の重
要性が従来と比較して高まる傾向にあり、より一層、遊技盤の左右領域の活用度が低下す
る結果となっている。
【０００７】
【発明の目的】
本発明は、上記した従来例の有する不都合を改善し、特に、装飾効果を高めると共に遊技
者の関心を高め、従来利用度の低かった遊技盤の左右両端部領域を有効に活用できる遊技
機の遊技部用表示装置を提供することを、その目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記した目的を達成するために、請求項１記載の発明では、
遊技盤に取り付けられる円弧状の区画部材により囲まれた遊技部の左右両側であって、当
該区画部材に沿った所定位置に取り付けられ、内部に光源を収納した遊技機の遊技部用表
示装置において、
　前記遊技部用表示装置は、
　入賞球を流下させる入賞球流路と、
　該入賞球流路の一部を形成すると共に当該遊技部用表示装置を遊技盤に止着するための
ベース部材と、
　該ベース部材に取り付けられると共に入賞口を有し、該入賞口から受け入れた入賞球を
前記入賞球流路へ流下させる入賞部材と、
　前記ベース部材に取り付けられて前記入賞球流路の一部を形成し、透光性を有するカバ
ー部材と、から構成され、
　前記ベース部材は、
　前記入賞部材を取り付けると共に前記入賞球流路の一方端をなす入賞部材取付部と、
　該入賞部材取付部に接続され、遊技盤の表面よりも後面側に前記入賞球流路の一部を形
成する接合部と、
　該接合部に接続され、前記区画部材の円弧状に沿った形状に形成されると共に遊技盤の
表面よりも前面側に前記入賞球流路の一部を形成する流下部とからなり、該流下部の下方
領域には、流下する遊技球を遊技盤の裏面側に落下させる落下口を配設し、
　前記入賞部材取付部に形成される入賞球流路は、当該入賞部材取付部から後方に向かっ
て形成され、
　前記接合部に形成される入賞球流路は、前記カバー部材によって前面を塞ぐことで形成
され、当該入賞球流路を流下する入賞球が遊技盤の表面よりも後面側を流下し、かつ、遊
技盤の前面に沿って流下する他の遊技球が前記カバー部材の前面側を横切って流下できる
ように形成され、
　前記流下部に形成される入賞球流路は、前記カバー部材に前方から覆われることで形成
され、当該入賞球流路を流下する入賞球が遊技盤の表面よりも前面側を流下するように形
成され、
　前記カバー部材は、
　前記入賞球流路の一方端から前記落下口に亘って延設形成され、前記流下部においては
、遊技盤の前面側に隆起するものとし、
　前記入賞部材に、入賞球の通過を検出して少なくとも前記光源を作動させるための情報
を出力する入賞球検出手段を配設すると共に、前記入賞球流路の背面側に前記光源を配設
した、という構成を採っている。
【０００９】
　以上のように構成されたことにより、遊技が開始されると遊技球が障害釘に接触し、一
部の遊技球が、遊技盤に取り付けられた円弧状の区画部材により囲まれた遊技部の左右両
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側で、当該区画部材に沿った位置に位置する遊技部用表示装置の近傍に流下する。
　遊技部用表示装置の入賞球流路の一方端には入賞口を有する入賞部材が装備されている
。このため、入賞部材の入賞口に遊技球の一部が入賞球として受け入れられる。
　この際、入賞部材に配設された入賞球検出手段が入賞球の通過を検出し、光源を作動さ
せるための情報を出力して、入賞球流路の背面側に配設された光源を作動させる。
　そして、入賞部材から受け入れられた入賞球はベース部材に形成された入賞球流路を通
り流下してゆく。
　ベース部材の前面を覆うカバー部材は透光性を有しているので、入賞球流路を流下する
入賞球は、カバー部材を通して遊技者が視認可能である。
　入賞球流路を流下する入賞球は、ベース部材の入賞部材取付部から後方に向かって形成
された入賞部材取付部の入賞球流路と、透光性を有するカバー部材によって前面を塞がれ
、入賞球が遊技盤の表面よりも後面側を流下するように形成されたベース部材の接合部の
入賞球流路とを経て、遊技盤に取り付けられた円弧状の区画部材に沿った形状に形成され
て透光性を有する前記カバー部材で前方から覆われ、遊技盤前面側で入賞球流路の一部を
形成する流下部の入賞球流路に至る。
　この際、接合部の入賞球流路は、入賞球が遊技盤の表面よりも後面側を流下するように
形成され、流下部の入賞球流路は遊技盤の表面よりも前面側で入賞球流路の一部を形成し
ているので、入賞球は、手前側に弾かれるようにして接合部の入賞球流路から流下部の入
賞球流路に移動する。
　流下部に到達した入賞球は、流下部に形成された入賞球流路に沿って、遊技盤の表面よ
りも前面側を流下し、最終的に、入賞球流路の下方領域に配設された落下口から遊技盤の
裏面側に落下する。
　以上に述べた通り、入賞球流路の一部である流下部の入賞球流路を遊技盤の表面よりも
前面側に配置することにより、入賞球流路内を流下する入賞球を遊技者が視認し易くなり
、装飾効果が向上する。
　更に、入賞部材に、遊技球の入賞を検出して光源を作動させるための情報を出力する入
賞球検出手段を併設したので、通常の遊技部用表示装置の発光動作に加えて、入賞部材に
遊技球が受け入れられた場合にも遊技部用表示装置の光源が発光する。このため、遊技部
用表示装置内に装備された光源が入賞球流路を流下する入賞球にも光を照射し、より一層
装飾効果が向上する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を図面に従って説明する。
図１は本発明にかかる遊技部用表示装置３ａ，３ｂを装備した遊技機の遊技盤２を示し、
図２及び図３は図１内に開示した遊技部用表示装置３ａを示す。尚、説明の便宜上、図１
における遊技部５に植設される障害釘は省略している。
【００１６】
〔遊技盤の構成〕
先ず最初に、遊技盤２の概略構成について説明する。図１に示す遊技盤２は木製の合板か
らなり、その前面側（遊技者側）が遊技部５となっている。但し、遊技盤２は木製でなく
プラスチック等の樹脂製材から構成してもよい。
【００１７】
遊技盤２における遊技部５は、遊技球（図示略）を使用する遊技機であれば、任意の構成
を取り得る。例えば、複数の図柄を可変表示可能な特別図柄表示装置を備え且つこの特別
図柄表示装置における可変表示結果が予め定められた特別図柄で表示されたことを条件に
遊技者に有利な特別遊技状態（大当たり状態）を発生可能な遊技機（第１種の遊技機）や
、図柄表示装置を備えた第３種に属する遊技機，或いは第２種に属する遊技機等、更には
その他の種類の遊技機（例えば電動役物装置を備えたもの）やいわゆるアレンジボール等
においても、その構成は任意である。
【００１８】
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遊技盤２の表面には、金属製の外バンド（遊技球案内部材）３３が図１の下端の左寄りか
ら上部にかけて円弧状に配設固定されている。同時に当該外バンド３３の内側には、同じ
く金属製で円弧状の内バンド（遊技部区画部材）３５が、その上端を開いた状態で、横Ｃ
字状に固定装備されている。
【００１９】
そして、この外バンド３３と内バンド３５の一部とによって囲まれたほぼ円形部分が前述
した遊技部５となっている。この遊技部５には、多数の障害釘（図示略）が植設され、同
時に種々の役物装置等が配設されている。
【００２０】
また、外バンド３３と内バンド３５の一部（図１中の左側部分）との間に設定された円弧
状部分は、遊技球発射装置（図示略）から発射された遊技球（図示略）が上昇する遊技球
上昇流路３７を構成している。この遊技球上昇流路３７の下端入口部分は、遊技盤２を遊
技機に装着した状態で発射レール（図示略）の延長線上に位置している。
【００２１】
〔遊技部の構成〕
次に、遊技部５について説明する。
この遊技部５には、図１に示すように、その略中央部に上記した特別図柄表示装置３１が
配設される。この特別図柄表示装置３１は、ＬＥＤ，ＬＣＤ，或いはＣＲＴ等によって構
成され、遊技中の各種状態を表示したり、後述する大入賞口３９の開閉動作を決定するた
めの表示をするようになっている。
【００２２】
上記特別図柄表示装置３１の図中上側には、第１の入賞装置４１が設けられ、また特別図
柄表示装置３１の図中下側には、特別図柄始動口４３，普通電動役物４５，大入賞口３９
及び普通図柄表示装置４７が順次配置されている。符号４７ａは普通図柄表示装置４７の
左右に分かれて配置された普通図柄記憶表示部を示す。又、符号４９は遊技部５の下端部
に設けられたアウト口を示す。
【００２３】
上記第１の入賞装置４１の両側には、所定間隔を隔ててランプ風車５１が配置されている
。また、前述した普通電動役物４５の両側には、所定間隔を隔てて第２乃至第３の入賞装
置が設けられている。
【００２４】
また、遊技部５の周縁部で特別図柄表示装置３１の左右両側には本発明の遊技部用表示装
置（以下「サイドランプ」という）３ａ，３ｂがそれぞれ配設されている。そして、この
サイドランプ３ａ，３ｂは遊技状態に応じて内部に装備されている光源が点灯や点滅動作
を繰り返えして、装飾効果を高めるようになっている。更に、サイドランプ３ａ，３ｂに
は、遊技球の一部を入賞球Ｎ（図２参照）として受け入れる入賞部材６が装備されている
。
【００２５】
〔遊技部用表示装置（サイドランプ）の構造〕
次に、本願発明の要部を成す上記した遊技部用表示装置としてのサイドランプ３ａ，３ｂ
について説明する。先ず、図２はサイドランプ３ａの全体概要を示す正面図である。そし
て符号７はベース部材を示し、符号１１は透光性の材料からなるカバー部材を示し、また
、符号６は入賞部材を示し、更に符号Ｎは入賞球をそれぞれ示す。
【００２６】
この図２に示すように、サイドランプ３ａは光源９ａやランプ基板１３（図３参照）等の
種々の構成要素を収納するベース部材７と、このベース部材７の所定位置に装備されて遊
技球を入賞球Ｎとして受け入れる入賞部材６と、この入賞部材６から受け入れられた入賞
球Ｎを流下させる入賞球流路７ａを備えている。そして、ベース部材７の一方側（図２中
の左方）は円弧状に構成されている。これは、後述するように、遊技部５に配設された円
弧状の区隔部材（内バンド）３５（図１参照）に沿ってサイドランプ３ａを配設するため
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であり、該区隔部材３５の曲率に近い円弧となっている。
【００２７】
また、サイドランプ３ａの遊技部５に露出する面のほぼ全体は、カバー部材１１及びベー
ス部材７の一部分により覆われており、サイドランプ３ａがベース部材７を介して遊技部
５に設置された場合には、ベース部材７の板状部７ｂが遊技盤２（図１及び図５参照）の
表面とほぼ同一面となるように構成されている。
【００２８】
以下にサイドランプ３ａの具体的形状及び構成について説明する。先ず、ベース部材７の
内、入賞部材６が配設されている部分（図２中の右方）は入賞部材取付部８ａとなってい
る。この入賞部材取付部８ａは略円板状に構成され、同様に円形に形成された入賞部材６
を担持している。また、入賞部材６の裏側にはベース部材７によって構成される入賞球流
路７ａの一方端が形成されている。
【００２９】
また、上記した入賞部材取付部８ａの左方は、ベース部材７の接合部８ｂとなっている。
この接合部８ｂは、入賞球流路７ａの一部を構成し、より詳しくは入賞部取付部８ａ側と
後述する流下部８ｃ側とを接合するものである。この接合部８ｂに形成されている入賞球
流路７ａは、入賞部材６に形成されている入賞口（図４参照）から僅かに下方に傾斜して
、流下部８ｃ側の入賞球流路７ａに接続されている。また、接合部８ｂにおける入賞球流
路７ａは遊技盤２（図１参照）の表面より奥まった位置に形成されており、遊技盤２にサ
イドランプ３ａが設置された場合でも、この接合部８ｂの前面側（遊技者側）を横切って
遊技球が流下できるようになっている。
【００３０】
また、上記したベース部材７の流下部８ｃは、略垂直方向に延設されると共に、僅かに湾
曲して構成されている。この流下部８ｃにおける入賞球流路７ａは、遊技盤２の表面とほ
ぼ同一面上に構成されている。即ち、上記した接合部８ｂにおける入賞球流路７ａで一旦
遊技盤２の後面側に入った入賞球Ｎが、流下部８ｃの入賞球流路７ａにおいて再び遊技盤
２の前面側に出てくるようになっている。
【００３１】
ベース部材７における流下部８ｃの下方領域には、流下してきた入賞球Ｎを遊技盤２の裏
面側に落下させる落下口８が形成されている。また、流下部８ｃの上下両端部には所定の
ネジ穴７ｃが形成されている。このネジ穴７ｃは、遊技盤２に対してベース部材７を介し
てサイドランプ３ａを固定するためのものである。ネジ穴は、図２に示すように入賞部材
取付部８ａにも形成されており、本実施形態に係るサイドランプ３ａでは、計３箇所でネ
ジ止めされるようになっている。
【００３２】
また、入賞球流路７ａの前面には、透光性のカバー部材１１が配設されている。このカバ
ー部材１１は、入賞球流路７ａの前面を覆うためのものである。詳しく説明すると、ベー
ス部材７の接合部８ｂに配設されるカバー部材１１は、接合部８ｂとほぼ同一面上に配置
されている。従って、このカバー部材１１の作用によって、接合部８ｂの前面を流下する
遊技球は入賞球流路７ａに流入しない。
【００３３】
一方、流下部８ｃの部分のカバー部材１１は、ベース部材７より前面側に隆起した形状と
なっている。カバー部材１１の当該領域は、入賞部材６からの入賞球流路７ａの一方端か
ら始まり、上記した落下口８まで延設されている。このように、流下部８ｃにおけるカバ
ー部材１１はベース部材７から前面側（遊技者側）に隆起しているので、入賞せずにサイ
ドランプ３ａの上方から流下してきた遊技球は、このカバー部材１１の隆起した部分に当
接してそのまま下方に流下するようになっている。
【００３４】
また、流下部８ｃにおけるカバー部材１１の内壁には、入賞球流下遅延手段１１ａが設け
られている。この入賞球流下遅延手段１１ａは、流下部８ｃのカバー部材１１によって覆
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われている入賞球流路７ａ内の入賞球流路領域に突出するように設けられている。具体的
には、図２に示すように、流下部８ｃにおけるカバー部材１１の内壁の左右両側に、半円
筒状の突起で形成されている。そして、この入賞球流下遅延手段１１ａは、本実施形態に
おいては、中央部に２個設けられ相互に異なる高さに配置されている。尚、入賞球流下遅
延手段１１ａの形状や個数は種々考えられるものであり、断面が三角形の突起や四角形の
突起であってもよい。また、突起を１個でも良いし３個以上配設するようにしても良い。
加えて、入賞球流路７ａ自体を屈曲させるように構成しても良い。この場合には、ベース
部材７及びカバー部材１１を相互に対応するように屈曲させる。
【００３５】
更に、上記流下部８ｃにおけるカバー部材１１の内壁の最下端部には、所定の傾斜部材１
１ｂが設けられている。この傾斜部材１１ｂは、流下してきた入賞球Ｎを落下口８側に弾
き出すためのものであり、遊技盤２の裏面側に向かって傾斜している。この傾斜部材１１
ｂは、カバー部材１１と一体的に構成されているが、それぞれ別個に製造して、その後両
者を接合するようにしても良い。
【００３６】
また、入賞部材６について説明すると、入賞部材６は上部に入賞口（図４参照）が形成さ
れており、この入賞口から遊技球が入賞球Ｎとして受け入れられるようになっている。ま
た、入賞口には、入賞球Ｎの通過を検出してサイドランプ３ａ内に設けられている光源（
ＬＥＤ）を発光させるための信号を出力する入賞球検出手段６ａが配設されている。この
入賞球検出手段６ａが入賞球Ｎを検出した場合には、上記の他、特別図柄始動口４３の普
通電動役物４５を開放させたり、また特別図柄表示装置３１や普通図柄表示装置４７を動
作させるように所定の動作信号を送出するようにしてもよい。ここで、入賞球検出手段６
ａは、その構成は特に限定されるものではないが、例えば金属の接近を検知できるマグネ
ットセンサや、単に入賞球Ｎの通過によって作動するマイクロスイッチのようなものであ
ってもよい。
【００３７】
次に、図３はサイドランプ３ａから上記したカバー部材１１及び背面板４を取り外した場
合の分解図を示し、また、図４はサイドランプ３ａの斜視図を示している。これらの図か
ら判るように、サイドランプ３ａはベース部材７内に、ランプ基板１３と、このランプ基
板１３に植設される光源９ａを備え、区隔部材３５（図１参照）により囲まれた遊技部５
内の所定位置に当該区隔部材３５に沿って取り付けられる。
【００３８】
ランプ基板１３上には、本実施形態では３個のＬＥＤが一列に設けられている。これは、
遊技機の各種遊技状態を表示するために発光することはもちろん、上記した入賞球検出手
段６ａによって入賞球Ｎが検出された場合に光源９ａを発光させ、入賞したことを表示す
ると共に、入賞球流路７ａを流下する入賞球Ｎを装飾するようになっている。また上記の
他、入賞部材６から流下部８ｃに至るまでの間の入賞球流路７ａの近傍にも所定数の光源
が配設されている。より詳しくは、当該入賞球流路７ａは透光性の部材で構成され、この
入賞球流路７ａの裏面側に配設された光源（図示略）の発光により装飾されるようになっ
ている。
【００３９】
上記したランプ基板１３は通常の電子回路基板から構成されており、複数の電子部品を実
装できるように、所定の実装孔（図示略）が形成されている。また、ランプ基板１３の一
方の面には所定の回路パターン（図示略）が形成されており、光源９ａを電気的に接続で
きるようになっている。そして、回路パターンには外部電源（図示略）から所定の電流を
供給する電源線（図示略）が接続され、この電源線の先端部にはコネクタ（図示略）が設
けられている。更に、ランプ基板１３には、ランプ基板１３をベース部材７に固定するた
めのネジ１９が装備されている。
【００４０】
また、入賞球流路７ａの内、入賞部材６から流下部８ｃに至る屈曲部には所定の傾斜部材
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９ｂが設けられている。この傾斜部材９ｂは、入賞部材６側から流入してきた入賞球Ｎを
流下部８ｃ側に導く際に、遊技盤２（図１参照）の裏面側から前面側に偏向させるための
ものであり、遊技盤２の前面側に向かって傾斜している。
【００４１】
流下部８ｃにおけるカバー部材１１の上方領域には、断面が略三角形の障害部材７ｄが設
けられている。この障害部材７ｄは、上方から流下してきた遊技球が区画部材３５（図１
参照）と流下部８ｃにおけるカバー部材１１との間に侵入しないようにするための障害と
して機能するものである。また、この他障害部材７ｄに接触した遊技球は、障害部材７ｄ
の上面に形成された傾斜によって、遊技盤５の中央部側へ誘導されるようになっている。
【００４２】
〔サイドランプの組立方法〕
次に、以上のように構成されたサイドランプ３ａの組立方法について図３ないし図５に基
づいて概説する。先ず、上記したようにランプ基板１３に対して光源としてのＬＥＤ９ａ
が植設される。そして、当該ランプ基板１３がベース部材７の内部に収納され固定される
。このとき、ランプ基板１３はネジ１９でベース部材７に固定される。また、図５に示す
ように、ベース部材７におけるランプ基板１３の取付位置には、取付脚部１４が形成され
ており、ランプ基板１３を固定してもベース部材７の壁面とは直接接触しないようになっ
ている。
【００４３】
次に、上記したランプ基板１３及び光源９ａを封止して流下部８ｃに入賞球流路７ａを構
成するための背面板４を取り付ける。この背面板４は上記したように透光性の材料からな
るので、光源９ａが点灯した場合には光が透過して装飾効果を高めるようになっている。
また、背面板４の裏面には照射された光を乱反射させるように、所定の凹凸（図示略）が
形成されている。そして、最後に、透光性のカバー部材１１が入賞球流路７ａを覆うよう
に装着される。
【００４４】
〔遊技部への組み付け方法〕
上記のように組み立てられたサイドランプ３ａ，３ｂを遊技部５に組み付ける場合につい
て、図１及び図５に基づいて概説する。図１に示すように、サイドランプ３ａ，３ｂは特
別図柄表示装置３１の左右両側に組み付けられるようになっている。具体的な組み付け方
法としては、遊技部５の区隔部材３５の近傍に、この区隔部材３５に沿って所定の貫通孔
（図示略）を形成する。このときの貫通孔はサイドランプ３ａ，３ｂのベース部材７の裏
面側を挿入するのに充分な大きさである。そして、遊技盤２の前面側からサイドランプ３
ａ，３ｂを上記貫通孔に挿入する。
【００４５】
そして、図５に示すように、ベース部材７の表面側に形成されている板状部７ｂを遊技盤
２の前面に当接させる。その後、ベース部材７の板状部７ｂに形成されているネジ穴７ｃ
（図２参照）に所定のネジ部材を挿入する。これにより、サイドランプ３ａ，３ｂが遊技
盤２に固定される。尚、図２及び図３は遊技盤２に組み付けられるサイドランプ３ａ，３
ｂの内、特に左方に配置されるサイドランプ３ａについてのみ説明してきた。また、本実
施形態では、サイドランプ３ａ，３ｂを遊技部５の左右両周縁部に配設することとしてい
るが、この他、遊技部５の上部や下部に設けてもよいし、その数に関しても、必ずしも２
個に限定されるものではない。
【００４６】
〔サイドランプの作用及び機能〕
次に、図１及び図２に基づいて、以上のように構成されたサイドランプ３ａ，３ｂの作用
及び機能について、遊技機の各種動作との関連において説明する。
【００４７】
先ず、遊技中における特別図柄始動口４３への遊技球の入賞を条件として、所定数の賞球
が排出されると共に特別図柄表示装置３１が動作する。この特別図柄表示装置３１は、所
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定時間の経過後に例えば３つの数字が任意の組み合わせで表示されるように構成されてい
る。そして、すべての数字が同一になった場合等に、特別図柄表示装置３１の下方に配設
されている大入賞口（アタッカー）３９が作動する。このとき、遊技者にとって有利な状
態にあることを表示して興趣を高めるべく、サイドランプ３ａ，３ｂの光源９ａ（図３参
照）が点滅するようになっている。
【００４８】
また、本実施形態にかかる遊技機は、特別図柄表示装置３１の左右両側にサイドランプ３
ａ，３ｂと一体的に入賞部材６を備えている。そして、遊技部５内の遊技球が入賞部材６
に受け入れられた場合には、サイドランプ３ａ，３ｂが点滅すると共に、一定数の賞球が
払い戻されるようになっている。
【００４９】
ここで、上記したサイドランプ３ａ，３ｂの機能、動作は単なる一例であって、その他各
種情報の表示に使用することができる。即ち、遊技者が遊技球発射ノブ（図示略）に手を
触れた場合にこれを検知し、遊技開始の表示としてサイドランプ３ａ，３ｂの光源９ａを
発光させるように構成することも考えられる。
【００５０】
以上は本願発明にかかるサイドランプ３ａ，３ｂ（遊技部用表示装置）を含めた一般的な
サイドランプが有する基本的な機能である。これに加えて、本発明にかかるサイドランプ
３ａ，３ｂは、以下のような特別な機能を有している。
【００５１】
図２に示すように、サイドランプ３ａに装備された入賞部材６に遊技球の一部が入賞球Ｎ
として受け入れられる。この時、入賞部材６の入賞口（図示略）には入賞球検出手段６ａ
が配設されているので、入賞球Ｎの通過が検出される。そして、この検出情報は図示しな
い主制御部に送信され、主制御部の作用によってサイドランプ３ａ内に設けられている光
源９ａ（図３参照）が発光して装飾効果を高める。また、入賞球検出手段６ａが入賞球Ｎ
を検出した場合には、上記の他、特別図柄始動口４３の普通電動役物４５を開放させたり
、また特別図柄表示装置３１や普通図柄表示装置４７を動作させるように所定の動作信号
を送出するようにしてもよい。
【００５２】
また同時に、入賞部材６から受け入れられた入賞球Ｎは入賞球流路７ａを通り流下してゆ
く。このとき、入賞部材６から傾斜部を移動して流下部８ｃ側に流下する入賞球Ｎは、カ
バー部材１１を通して遊技者が視認可能である。また、入賞球Ｎは、入賞球流路７ａの曲
折部に設けられている傾斜部材９ｂによって手前側に弾かれる。これによって、入賞球Ｎ
は円滑に流下部８ｃにおけるカバー部材１１側（遊技者側）に移動する。
【００５３】
そして、流下部８ｃ側の入賞球流路７ａに到達した入賞球Ｎは、透光性のカバー部材１１
及びベース部材７の背面板４に囲まれた入賞球流路領域を流下してゆく。このとき、カバ
ー部材１１の内壁には、入賞球流下遅延手段１１ａが形成されているので、流下してくる
入賞球Ｎがこの入賞球流下遅延手段１１ａに接触する。即ち、入賞球流下遅延手段１１ａ
は入賞球流路７ａに突出するようにその形状が構成されているので、入賞球Ｎの流下速度
を低下させ、入賞球Ｎが流下して落下口８に至るまでの時間を遅延させる機能を有してい
る。特に、本実施形態のサイドランプ３ａでは、左右両側に入賞球流下遅延手段１１ａが
設けられているので、流下速度を充分低下させることができると共に、入賞球Ｎに複雑な
動きを生じさせることができる。
【００５４】
このため、従来のサイドランプと比較して入賞球流路７ａ内での入賞球Ｎの移動によって
、より遊技者の興趣を高めるという効果を奏する。なぜなら、従来のサイドランプは光源
が発光点滅を繰り返すのみであり、遊技者はこれに慣れてしまい特別に注意を喚起される
ことが無くなってきている。これに対して、遊技者は通常入賞球の動きに対しては大きな
関心を示すものであり、特にサイドランプ内を入賞球が移動するのは遊技者にとって新鮮
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【００５５】
【発明の効果】
　以上のように本発明では、サイドランプを構成するベース部材に、透光性を有するカバ
ー部材によって前面を塞がれ、入賞球が遊技盤の表面よりも後面側を流下するように形成
された接合部の入賞球流路と、遊技盤に取り付けられた円弧状の区画部材に沿った形状に
形成されて透光性を有する前記カバー部材で前方から覆われ、遊技盤の表面よりも前面側
で入賞球流路の一部を形成する流下部の入賞球流路とを備えた。このため、一般的な遊技
部用表示装置として光を発生させて遊技盤及び遊技球を装飾するという効果はもちろんの
こと、遊技者が入賞球流路内を流下する入賞球を視認できるので、通常のサイドランプや
入賞部材と比較して遊技者の興趣を高めると共に飛躍的に遊技盤の装飾効果を高めること
ができる、という優れた効果を生じる。加えて、サイドランプに入賞部材を一体的に装備
したので、遊技機の組立行程においては、その工程数が削減できるという優れた効果を生
じる。更には、従来、余り活用されていなかった遊技部の左右両端部領域に、遊技に直接
関係する本発明のサイドランプを配設することで、当該領域の有効な利用が可能となる、
という優れた効果を生じる。
【００５６】
　また、流下部の入賞球流路を遊技盤の表面よりも前面側に配置することにより、入賞球
流路内を流下する入賞球を遊技者が一層視認し易くなり、より装飾効果を向上させること
ができる、という優れた効果を生じる。
【００５８】
更に、入賞部材に、遊技球の入賞を検出して光源を作動させるための情報を出力する入賞
球検出手段を併設したので、通常のサイドランプの発光動作に加えて、入賞部材に遊技球
が受け入れられた場合にもサイドランプの光源が発光する。このため、サイドランプ内に
装備された光源が入賞球流路を流下する入賞球にも光を照射し、より一層装飾効果を向上
させ遊技者の興趣を高めることとなる、という優れた効果を生じる。
【図面の簡単な説明】
【図ｌ】本発明のサイドランプを装備している遊技盤を示す正面図である。
【図２】図１内に開示したサイドランプを示す正面図である。
【図３】図２に開示したサイドランプを示す一部を分解した正面図である。
【図４】図２に開示したサイドランプの斜視図である。
【図５】図２のＸ－Ｘ線における断面図である。
【符号の説明】
２　遊技盤
３ａ　遊技部用表示装置（サイドランプ）
３ｂ　遊技部用表示装置（サイドランプ）
５　遊技部
６　入賞部材
６ａ　入賞球検出手段
７　ベース部材
７ａ　入賞球流路
９ａ　光源（ＬＥＤ）
１１　カバー部材
１１ａ　入賞球流下遅延手段
１３　ランプ基板
３３　区隔部材（外バンド）
３５　区隔部材（内バンド）
Ｎ　入賞球
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